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財務省理財局長から各財務（支）局長、沖縄総合事務局長宛 

 

 
未利用国有地等の管理処分に当たっては、令和元年 9 月 20 日付財理第 3211 号「最

適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達（以下「最適利用通達」と

いう。）に基づき、個々の財産の特性を踏まえながら、地域や社会の要請及び国の財

政事情を勘案し、有効活用を推進することとしている。 

特に社会福祉分野については、優先的売却に加え定期借地権（借地借家法（平成 3 

年法律第 90 号）第 22 条第 1 項に規定する借地権及び第 23 条第 1 項又は第 2 項に規定

する借地権をいう。以下同じ。）による貸付制度を活用した国有地の有効活用を進める

こととしており、具体的な取扱いについて、令和元年 9 月 20 日付財理第 3207 号「定

期借地権を設定した貸付けについて」通達（以下「定借通達」という。）に定めている

ところである。 

引き続き上記の方針に基づき国有地の有効活用を進めていくこととなるが、平成 27 

年 11月 26日、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」が取りまとめら

れ、用地確保が困難な都市部等において、賃料減額といった国有地の更なる活用など

により介護施設等整備を促進することとされたところである。 



これを受け、特に都市部における介護施設整備の加速化に資するよう、定期借地権

による減額貸付等を実施し、国有地の更なる活用を図るため、最適利用通達又は定借

通達の規定にかかわらず、下記によることとしたので通知する。 

なお、下記に掲げる事項以外の取扱いについては、これらの通達に定めるところに

よることを念のため申し添える。 

 

記 
 
 

１ 対象期間 

平成 28 年 1 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの間に貸付相手方へ決定通知を出す場

合を対象とする。 

 
２ 対象地域 

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県及び福岡県 
 
 

３ 対象施設 

別添第１に定める施設を対象とする。なお、当該施設に別添第２に定める施設が

合築又は併設される場合は、当該施設を対象施設に含める。 

 
４ 処分等手続き 

(1) 地方公共団体との連携 

都市部における介護施設整備の加速化に資するよう国有地を有効に活用してい

くためには、地域における介護施設整備の需要や課題を十分把握し、これに的確

に対応していくことが必要である。したがって、本通達に基づく処理の効果的な実施に向

けて、介護施設整備の促進に資する効果的な情報提供のあり方、事業者の選定方法、

国有地の処分等スケジュールなどのほか、街づくりの観点からの他の公的用途と

の利用調整などについて十分協議を行うなど、対象地域の地方公共団体（以下

「対象地方公共団体」という。）との連携の下、適切に進めるよう努めるものと

する。 

 
(2) 地方公共団体に対する情報提供 

対象施設の整備に資するよう、対象地方公共団体に対し、以下のとおり情報提

供を行うものとする。 

対象地方公共団体に対し、情報提供を行った財産については、情報提供後速や

かに財務局等ホームページにおいて、地方公共団体に情報提供を行っている旨を



掲載する。 

なお、情報提供にあたって、情報提供を行う財産が最適利用通達記第2-13に規

定する留保財産とされるか否かが明らかになっていない場合には、当該財産が留

保財産に選定された場合は、当該財産は定期借地権による貸付により活用される

こととなるとともに、その利用用途については、民間事業者や地方公共団体から

の意見を踏まえつつ、介護施設整備の適否も含めて検討を行い、最適利用を図る

ための利用方針が決定される旨を明示する。 

イ 情報提供対象財産の選定 

対象地方公共団体と協議の上、対象施設の整備に資すると認められる未利用

国有地（現に引受けが行われていない場合であっても引受けが決定している国

有地を含む。）を情報提供対象財産として選定する。 

ロ 情報提供の実施時期 

上記イにより選定した財産は、原則として、当該財産が最適利用通達記－第2

－13に規定する留保財産とされる場合には、同通達記－第5－2に規定する利用方

針案の作成に先立ち情報提供を行うものとし、当該財産が留保財産以外の未利

用国有地等とされる場合には、同通達記－第7－3－⑴に規定する取得等要望の受

付に先立ち情報提供を行うものとする。 

 
(3) 地方公共団体への情報提供後の対応 

上記2の情報提供を行った後の対応については、情報提供財産が、最適利用通達

記－第4に定める留保財産の選定を通じて留保財産とされるか否かを踏まえて、以

下のとおり対応するものとする。 

イ 情報提供対象財産が留保財産とされる場合 

最適利用通達に定める手続きを進めるものとし、同通達記－第5－2に規定す

る利用方針の案の作成にあたっては、対象地方公共団体への情報提供の結果も

考慮し、検討を行うものとする。 

ロ 情報提供財産が留保財産以外の未利用国有地等とされる場合 

(イ) 対象地方公共団体への情報提供の結果、対象地方公共団体から、当該地方公

共団体における対象施設の整備のための活用を検討したい旨の要望（注）があ

った場合、当該要望の対象となった財産については、対象地方公共団体と協議

の上、最適利用通達記－第6－4に規定する個別活用財産とするものとする。 

(ロ) 対象地方公共団体における検討の結果、具体的な取得等要望があった場合は、

取得等要望書の提出を受け、本通達、最適利用通達及び定借通達に定める処分

等の手続きを進めるものとし、具体的な取得等要望がない場合は、下記(ハ)に

基づき、処分等を進めるものとする。 



(ハ) 上記(イ)の要望がない財産については、最適利用通達の規定に基づき、確認

文書の送付及び財務局等ホームページへの掲載を行い、処分等を進めることと

するが、その際、対象地方公共団体が対象施設の整備のための活用を優先する

ことが望ましいとの意見を有する場合は、取得等要望の受付に当たって、その

旨を表示することができるものとする。 

（注）対象地方公共団体による利用（借受けし社会福祉法人へ転貸する場合を含

む。以下同じ。）を検討する場合のほか、対象地方公共団体が社会福祉法人を

公募等により選定して利用させることを検討する場合を含む。 

 

(4) 契約締結期限の特例 

介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 117 条第 1 項に規定する市町村介護保険事

業計画その他地方公共団体が策定する計画に沿った整備を行うため、処分等相手方

への決定通知送付の日から起算して 2 年を超えて契約を締結する必要があると認め

られる場合は、その内容を審査のうえ、2 年を超えて必要な契約締結期限を定める

ことができるものとする。 

 

５ 定期借地権による貸付けの特例 

対象地方公共団体又は社会福祉法人を貸付相手方として、対象期間内に対象地域に

おいて対象施設の用に供するため新規に定期借地権による貸付契約を締結する場合は、

以下の取扱いによるものとする。 

(1) 貸付料 

貸付期間の初日から起算して 10 年間（以下「減額貸付期間」という。）に限り、

国有財産特別措置法（昭和 27 年法律第 219 号）第 3 条の規定に基づき、定借通達

記4－⑴により算定した貸付料を減額する。 

なお、貸付料の算定に当たっては、平成 14 年 3 月 29 日付財理第 1169 号「優

遇措置の取扱いについて」通達の規定は適用せず、昭和 48 年 12 月 26 日付蔵理第

5722 号「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをす

る場合の取扱いについて」通達（以下「減額通達」という。）に定めるところによ

る。 

この場合において、減額通達記－第 1 － 2 －（2）－ロに規定する準適正規模

の減額率は、5 割として算定するものとする。 

（注１） 貸付料を減額する期間は貸付期間の初日から起算して 10 年間に限るものと

し、当該期間経過後の期間（以下「時価貸付期間」という。）の貸付料につ

いては、時価によるものとなることに留意のこと。 

（注２）地方公共団体が借受けし社会福祉法人に転貸する場合、貸付料は時価によ

るものとなることに留意のこと。 



（注３）対象施設に社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 2 条に規定する社会福祉

事業の用に供する施設で対象施設以外の施設が併設される場合、当該併設施

設に係る貸付料は、時価によるものとなることに留意のこと。 

 

(2)  一時金等の取扱い 

イ 契約保証金 

契約保証金の納付は要しない。 

ロ 前納貸付料 

(ｲ) 上記 (1)により貸付料を減額する場合において、貸付料を前納する場合の限

度額は、減額措置を行わないとした場合の貸付当初の貸付料年額に貸付期間の

月数（暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。以下、(ﾛ)において同じ。）を乗じて得た額を 12 で除して得た額（その額に 

1 万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下、(ﾛ)において同じ。）

の 2 分の 1 を限度として、貸付相手方と協議の上定めるものとする。 

(ﾛ) 上記(ｲ)に基づき前納される貸付料の一部（以下「前納貸付料」という。）

は、以下のとおり減額貸付期間と時価貸付期間に按分した上で、各期間におけ

る貸付料にそれぞれ毎年均等に充てられるものとする。ただし、毎年の貸付料

に充てる額に 1 円未満の端数が生じる場合等必要に応じ、貸付相手方と協議

の上、貸付料に充てる金額を調整することができるものとする。 

ⅰ 減額貸付期間に充当する前納貸付料

前納貸付料×Ａ/(Ａ＋Ｂ) 

ⅱ 時価貸付期間に充当する前納貸付料

前納貸付料×Ｂ/(Ａ＋Ｂ) 

 
 

（注）上記ⅰ及びⅱの算式における記号の意味は下記のとおり。 

Ａ：貸付当初の貸付料年額（減額後の額）に減額貸付期間の月数を乗じて

得た額を 12 で除して得た額 

Ｂ：減額措置を行わないとした場合の貸付当初の貸付料年額に時価貸付期

間の月数を乗じて得た額を 12 で除して得た額 

 

(3) 標準合意書式又は標準契約書式 

イ 上記(1)により貸付料を減額する場合の貸付契約は、別紙様式第１号国有財産

有償貸付合意書（定期借地、用途指定、減額、分割納付（新規用））を標準合意

書式として、公正証書により作成することとする。なお、公正証書の作成費用

は、借受人の負担とする。 



ただし、定借通達記3－(1)の場合の貸付契約は、別紙様式第２号国有財産有

償貸付契約書（一般定期借地、用途指定、減額、分割納付（新規用））を標準契

約書式として、契約を締結することができる。 

ロ 国有財産有償貸付合意書又は国有財産有償貸付契約書（以下「国有財産有償貸

付合意書等」という。）は、別紙様式第３号国有財産有償貸付合意書等送付文書

（前納貸付料がない場合）又は別紙様式第４号国有財産有償貸付合意書等送付文書

（前納貸付料がある場合）と併せて送付するものとする。 

 

(4) 改定通知 

貸付料の改定通知を行う場合には、平成 13 年 3 月 30 日付財理第 1308 号「普通財

産貸付事務処理要領」通達記－第 1 節－第 3 － 4 －(1)の規定にかかわらず、別紙様

式第５号改定通知文書（前納貸付料がない場合）又は別紙様式第６号改定通知文

書（前納貸付料がある場合）により通知を行うものとする。 

 

６ 経過措置 

定借通達に定める定期借地貸付を行う事業の適正な運営の履行確保にかかる措置の

うち、同通達記－6－(1)－イ及び(2)の規定は、令和2年6月24日までに契約が締結され

たもの又は公的取得要望の受付を通じた審査を開始しているものについては、適用し

ないことができる。 

 
７ 特例処理 

本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、その事由を付した

処理案により理財局長の承認を得て処理することができるものとする。 

 

８ 書面等の作成・送付等の方法 

(1)  電子ファイルによる作成 

    本通達に基づき、作成を行う書面等（書面その他文字、図形その他の人の知覚

によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

同じ。）については、電子ファイルにより作成を行うことができる。 

(2)  電子メール等による送付等 

   イ 本通達に基づく送付等の手続のうち、書面等により行うこととしているもの

については、電子メール等の方法により行うことができる。 

ロ 上記イの方法により送付等を行うときは、電子ファイルをもって行うものと

する。 

(3)  適用除外 

上記(1)及び(2)の措置は、本通達に規定する手続のうち、次に掲げる場合につ

いては適用しないものとする。 

①  記－4－(3)－ロ－(ロ)に規定する取得等要望書の提出を受ける場合 



②  記－5－(3)－イに規定する別紙様式第 1 号国有財産有償貸付合意書（定期借

地、用途指定、減額、分割納付（新規用））を公正証書により作成する場合又は

別紙様式第２号国有財産有償貸付契約書（一般定期借地、用途指定、減額、分

割納付（新規用））を作成する場合 

③  記－5－(3)－ロに規定する別紙様式第３号国有財産有償貸付合意書等送付文

書（前納貸付料がない場合）又は別紙様式第４号国有財産有償貸付合意書等送

付文書（前納貸付料がある場合）を送付する場合 

④  記－5－(4)に規定する別紙様式第５号改定通知文書（前納貸付料がない場合）

又は別紙様式第６号改定通知文書（前納貸付料がある場合）により通知する場

合 

 

 
 

○別添（対象施設一覧） 

○ 別紙様式第１号（定期借地、用途指定、減額、分割納付（新規用）） 

○ 別紙様式第２号（一般定期借地、用途指定、減額、分割納付（新規用）） 

○ 別紙様式第３号（国有財産有償貸付合意書等送付文書、前納貸付料がない場合） 

○ 別紙様式第４号（国有財産有償貸付合意書等送付文書、前納貸付料がある場合） 

○ 別紙様式第５号（改定通知書、前納貸付料がない場合） 

○ 別紙様式第６号（改定通知書、前納貸付料がある場合） 



別添 対象施設一覧

第１ 

施設名 根拠法令 特記事項 

  

社会福祉法（昭和 26年 3 月 29 併設されるショートステ

イ用居室とは、特別養護

老人ホームと同一敷地内

又は隣接する敷地におい

て、サービスの提供、夜

勤を行う職員の配置等が

特別養護老人ホームと一

体的に行われているもの 

を指す。 

 日法律第 45 号）第 2 条第 2 

・特別養護老人ホーム及び

併設されるショートステイ

用居室（注４） 

項第 3 号 

老人福祉法（昭和 38 年法律第

133 号） 第 20 条の 5 

 社会福祉法第2条第3項第4号 

 老人福祉法第5条の2第4項 

 

・養護老人ホーム 

社会福祉法第 2 条第 2 項第 3 

号 

老人福祉法第 20 条の 4 

 

 

 

 

・軽費老人ホーム 

 

社会福祉法第 2 条第 2 項第 3 

号 

老人福祉法第 20 条の 6 

 

ケアハウス（介護保険法

に基づく特定施設入居者

生活介護の指定を受ける

もの）又は都市型軽費老

人ホームに限る。 

 

 

・小規模多機能型居宅介護

事業の用に供する施設 

 
 

社会福祉法第2条第3項第4号

老人福祉法第5条の2第5項、

第7項 

 

看護小規模多機能型居宅

介護事業の用に供する施

設のうち小規模多機能型

居宅介護に係るものの用

に供する部分も含む。 

・認知症対応型老人共同   

生活援助事業の用に供す 社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 

る施設 号 

（認知症高齢者グループホ 老人福祉法第 5 条の 2 第 6 項 

ーム）  

 

 
 

・生計困難者に対して、無

料又は低額な費用で介護

保険法に規定する介護老

人保健施設又は介護医療

院を利用させる事業の用に

供する施設（注４） 

 

 

 

 
 

社会福祉法第 2 条第 3 項第 

10 号 

 

「社会福祉法第2条第3項

に規定する生計困難者に

対して無料又は低額な費

用で介護保険法に規定す

る介護老人保健施設を利

用させる事業について」 

（平成13年7月23日社援発

第1277号・老発第275号） 

において基準が示されて

いることに留意する。 

 



第２ 

施設名 根拠法令 特記事項 

 

 
・老人居宅介護等事業の用

に供する施設 

 

 

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 

号 

老人福祉法第 5 条の 2 第 2 項 

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業の用に供

する施設のうち、社会福

祉法第 2 条に規定する事

業の用に供する施設に限 

る。 

 

 
・老人デイサービスセンタ

ー 

 
 

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 

号 

老人福祉法第 20 条の 2 の 2 

認知症対応型通所介護に

係る施設又は介護予防認

知症対応型通所介護に係

る事業の用に供する施設

に限る。 

 

 

 

 
・老人短期入所事業の用に

供する施設 

 
社会福祉法第 2 条第 3 項第4 

号 

老人福祉法第 5 条の 2 第 4項

地域における医療及び介護の

総合的な確保の促進に関する

法律（平成元年6月 30日法律

第 64号）第 5条第 2項第2号ロ 

地域における医療及び介

護の総合的な確保の促進

に関する法律に基づく緊

急の対応を行うものとし

て整備される施設に限

る。（虐待のほか要介護

者の急な疾病等に対応す

るための緊急ショートス 

テイ） 

 
（注１）第１の複数の施設を合築又は併設により整備した場合についても、本通達の

対象施設となる。 

（注２）第１及び第２の施設は、定期借地権設定のための一時金の支援事業（「医療介護

提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策

支援臨時特例交付金の運営について」（平成 26 年 9 月 12 日付厚生労働省医政発

0912 第 5 号・老発 0912 第 1 号・保発 0912 第 2 号）別紙「地域医療介護総合確保

基金管理運営要領」別記 1-2 の 2-（3）に規定する事業をいう。）の対象となる施

設のうち、社会福祉法第 2 条に規定する事業に係る施設。 

（注３）第１又は第２の施設に付設される施設内保育施設であって、上記事業の遂行

上直接必要と認められるものを含む。なお、施設内保育施設は、主として当該

施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならないが、施設職員等の

利用に支障のない範囲において、外部の利用を認めたものも対象とする。 

（注４）「特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室」及び「生計困難

者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用さ

せる事業の用に供する施設」については、減額貸付料の適用始期が令和元年12 



月1日以降となるものから適用する。 



別紙様式第１号（定期借地、用途指定、減額、分割納付（新規用）） 

 

 

 
国有財産有償貸付合意書 

 
 

貸付人国（以下「甲」という。）と借受人○○（以下「乙」という。）とは、国有

財産について借地借家法（平成3年法律第90号。以下「法」という。）第22条第1項の規

定に基づく一般定期借地権【又は「第23条第1項」若しくは「第23条第2項」の規定に基づ

く事業用 定期借地権】（以下「本件借地権」という。）の設定を目的として、次の条項を

内容とする借地契約を令和○年○月○日までに公正証書により締結する。 

 
 

（貸付財産） 

第１条 貸付財産は、次のとおり。 
 

所在地 区分 数量（㎡） 備考 

 土地  詳細は別紙１のとおり。 

２  前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契

約数量とすることを了承するものとする。 

 

（貸付期間） 

第２条 貸付期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇年間とする。 

２ 前項に規定する貸付期間には、原状回復に要する期間を含む。 
 
 

（減額の根拠及び期間） 

第３条 甲は、第２条第１項に定める貸付期間のうち令和○年○月○日から令和○年

○ 月○日 までの10年間については、国有財産特別措置法（昭和27年法律第219号）第

３ 条第１項の規定に基づき、甲の定める基準により減額した貸付料で貸し付ける。 

２ 令和○年○月○日（減額貸付期間満了日の翌日）以降の貸付料については、第１ 

項に定める減額を行わないものとする。 

 

（借地権の設定等） 

第４条 甲は、第１条に定める貸付財産を本契約に定める条件で乙に賃貸し、乙はこれ

を賃借するものとし、本件借地権を設定する。 

２ 本件借地権は賃借権とする。 

３ 本件借地権は、契約の更新（更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。）

及び建物の築造による期間の延長がなく、また、乙は甲に対し、建物の買取り請求は



できない。 

４ 本件借地権は、法第４条から第８条まで、法第13条及び第18条並びに民法（明治29

年法律第89号）第619条の規定は適用しない。 

（注）借地借家法第23条第２項に基づく事業用定期借地（貸付期間：10年～30年未

満）の場合には、第４条第４項について以下の条文とする。 

４ 本件借地権は、法第３条から第８条まで、法第13条及び第18条並びに民法（明治29

年法律 第89号）第619条の規定は適用されない。 

 

 
（指定用途） 

第５条 乙は、貸付財産を貸付申請書に記載又は添付した使用目的、利用計画（建物及

び工作物の配置計画を含む。）及び事業計画のとおりの用途で自ら使用し、甲の承認

を得ないで変更してはならない。 

 

（指定期日） 

第６条 乙は、令和〇年〇月〇日までに前条で定める用途での一切の工事を完了し、

直ちにその用途に供さなければならない。 

 

（貸付料） 

第７条 貸付料は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの期間については、

次に掲げるとおりとする。 

年次 期間 貸付料年額 備考 

第１年次 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 円  

第２年次 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 円  

第３年次 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 円  

２ 前項に規定する期間が満了した後の期間に係る貸付料については甲の定める貸付料

算定基準に基づき算定した貸付料年額によるものとし、その金額については、甲から

通知する。 

なお、その適用期間は３年間とする。 

３ 前項に規定する適用期間が満了した後の貸付料及び適用期間については、貸付期間

満了まで前項の規定を準用する。 

 

（前納貸付料） 

第８条 乙は、第２条第１項に定める貸付期間における貸付料の一部として金○円を、



甲が定める納付期限までに甲の発行する納入告知書又はその他の方法により納付しな

ければならない。 

２ 前項の規定により納付する貸付料の一部（以下「前納貸付料」という。）のうち金

○円は第３条第１項に定める減額貸付期間中の貸付料に充てるものとし、残りの金○円

を減額貸付期間満了日の翌日から第２条第１項に定める貸付期間が満了する日までの貸

付料に充てるものとする。 

なお、前条第１項に規定する期間の貸付料の一部に充てる前納貸付料は、次に掲げる

とおりとする。 

年次 期間 前納貸付料 

第１年次 自令和 年  月 日至令和 年 月  日 円 

第２年次 自令和 年  月 日至令和 年 月  日 円 

第３年次 自令和 年  月 日至令和 年 月  日 円 

 
（貸付料の納付） 

第９条 乙は、第７条第１項に定める貸付料から前条第２項の規定による第１年次か

ら第３年次までの前納貸付料を控除した金額を、次に定めるところにより、甲の発

行する納入告知書又は口座振替により納付しなければならない。 

年次 回数 納付金額 納付期限 備考 

 

 
第
一
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日   

第２回 円 令和  年  月  日   

第３回 円 令和  年  月  日   

第４回 円 令和  年  月  日   

計 円   

 

 
第
二
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日   

第２回 円 令和  年  月  日   

第３回 円 令和  年  月  日   

第４回 円 令和  年  月  日   

計 円   

 

 
第
三
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日   

第２回 円 令和  年  月  日   

第３回 円 令和  年  月  日   

第４回 円 令和  年  月  日   

計 円   



 

２ 前項の規定は、第７条第２項（同条第３項の規定により準用する場合を含む。）

の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。 

（貸付料の改定） 

第10条 甲は、貸付財産の価格が上昇し貸付料が不相当になったとき等、法第11条第

１項本文の規定に該当することとなったときは、第７条及び第８条の規定にかかわ

らず、貸付料の増額を請求することができる。 

 

（貸付料の延滞金） 

第11条 乙は、甲が定める納付期限までに、第８条に基づく前納貸付料及び第９条に基

づく貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの期間につい

て、第27条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。 

 

（充当の順序等） 

第12条 乙が、貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付

料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。 

 
（物件の引渡し） 

第13条 甲は、第２条第１項に定める貸付期間の初日に本物件を乙に引き渡ししたもの

とする。 

 

（物件の修補請求等） 

第14条 乙は、貸付財産に別添資料記載の○○【地下埋設物・土壌汚染等の物件の状

況が明確になるよう記載すること】が存在することを了承したうえ、貸付財産を借り

受けるものとする。なお、乙は、本項の別添資料記載の○○の存在を理由として、

民法第559条において準用する第562条から第565条に規定する担保の責任に基づく履

行の追完請求、貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除並びに民法第606条

第1項に規定する修繕請求並びに第608条の必要費償還請求及び有益費償還請求を行

うことができない。【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は本項削除】 

２ 乙は、貸付財産に契約不適合部分（「目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合し

ない部分のこと」をいう。以下同じ。）を発見した場合は、速やかに甲にその旨を通知する

ものとし、当該通知が引渡しの日から２年以内であるときは、甲が使用収益に支障があ

ると認めるときに限り、甲において契約不適合部分を修補することにより履行の追完

を行うものとする。 

３ 前項の規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行う場合は、甲はその旨を乙



に通知し、乙はこれに協力するものとする。 

４ 乙は、第２項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第１項と修正】の

契約不適合部分の存在を理由として、民法第559条において準用する第563条から第565

条に規定する担保の責任に基づく貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除を

行うことができない。 

５ 乙は、第２項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第１項と修正】の

契約不適合部分の修補を自ら行った場合において、支出した費用（民法第608条に規定す

る必要費及び有益費を含む）を甲に償還請求しないものとする。 

６ 乙は、第２項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第１項と修正】の

規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行うことにより生じた損害について、

賠償又は補償請求しないものとする。 

７ 第２項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第１項と修正】の規定

に基づく甲による契約不適合部分の修補の期間中、乙の使用収益が制限される場合にお

いては、第４項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第３項と修正】の

規定にかかわらず、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができるものとする。 

 

（使用上の制限） 
 

第15条 乙は、貸付財産について、第５条に基づき指定用途に供した後、使用目的、

利用計画及び事業計画の変更をしようとする場合には、事前に変更する理由及び変

更後の使用目的等を書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。 

３ 乙は、貸付財産及び当該財産上に所在する建物その他工作物について、増改築等に

よる現状の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするときは、事前に増改築等をし

ようとする理由及び当該増改築等の計画を記載した書面を甲に通知しなければならな

い。 

 

（財産保全義務） 

第16条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付財産の維持保全に努めなけれ

ばならない。 

２ 乙は、貸付財産が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合に

は、その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には、

乙に求償することができる。 

 



（修繕等） 

第17条 乙は、貸付財産の引き渡しを受けた後に、貸付財産について修繕又は保存行

為（以下「修繕等」という。）を要する箇所が生じた場合は、速やかに甲にその旨を

通知するものとし、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において修繕

等を行うものとする。 

ただし、乙の責めに帰すべき事由により修繕等の必要が生じた場合は、その修繕等に

要する費用は、乙が負担しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき甲において修繕等を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙

はこれに協力するものとする。 

３ 乙は、修繕等を要する箇所の存在を理由として損害賠償の請求をすることができず、

乙の使用収益が制限されない場合においては、貸付料は減額されない。 

４ 乙は、第１項の規定に基づき甲において修繕等を行うことにより生じた損害につい

て、賠償又は補償請求しないものとする。 

５ 第１項の規定に基づく甲による修繕等の期間中、乙の使用収益が制限される場合に

おいては、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができる。 

 

（必要費、有益費の償還請求権の放棄） 

第18条 乙は、貸付財産に必要費、有益費（それぞれ、民法第608条に規定する必要費、

有益費をいう。）を支出した場合であっても、これを甲に償還請求しないものとす

る。 

 

（契約履行の調査等） 

第19条 乙は甲に対して、本契約締結の日から第2条に定める貸付期間満了の日まで毎

年○月○日に、また甲が必要と認めるときは甲がその旨を通知した後速やかに、財

務諸表を提出するものとする。 

２ 乙は甲に対して、本契約締結の日から第６条に定める指定期日までの間、３ヵ月

毎に建設工事等の事業の進捗状況の報告を行うものとし、甲による現地確認に協力

するものとする。 

３ 乙は甲に対して、貸付契約の相手方を選定又は決定する段階において甲に対して

提出した事業収支計画に対して、当該年度までに把握する収支実績及び将来の収支

見通しが比較できる資料を提出するものとする。 

４ 甲及び乙は、少なくとも毎年度１回は直接面会し、乙は甲に対して、財務状況及

び事業収支状況の説明を行うとともに、貸付財産について権利の設定又は当該財産

上に所在する建物その他工作物の所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況



の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて土地の利用状況等について報

告し、甲による利用状況の現地確認に協力するほか、乙は、甲がその業務若しくは

資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の財産を調査し又は参考となるべき

報告若しくは資料の提出を求めたときは、これに協力しなければならない。 

５ 乙は、本契約締結の日から第２条に定める貸付期間満了の日まで、毎年○月○日

に甲の指定する書面及び法人登記の現在事項全部証明書等を甲に提出しなければな

らない。また、第21条第２項第１号に定める役員等に異動があった場合には、遅滞

なく甲に通知の上、甲の指定する誓約書及び法人登記の現在事項全部証明書等を、

甲に提出しなければならない。 

６ 甲は、乙の財務状況や事業収支等の悪化その他の事由により事業の継続が困難と

なるおそれがあると考える場合には、乙に対し、事業改善等に向けた協議を求める

ことができる。 

 

（違約金） 

第20条 乙は、第７条第１項に定める期間中に次の各号に定める事由が生じたときは、

それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わねばならない。 

(1)  第６条、第15条第１項又は前条第３項及び第４項に定める義務に違反した場合 

金（貸付料年額）円 

(2) 第５条、第22条第1項に定める義務に違反した場合 金（貸付料年額の３倍）円 

(3) 第23条第１項に定める義務に違反した場合 金（貸付料年額）円 

２ 乙は、第７条第１項に定める期間を経過した後において前項に定める義務に違反

した場合の違約金は、第７条第２項又は第３項の期間について甲の定める基準により算

定した金額によることに同意する。なお、金額については甲から通知する。 

３ 前２項に定める違約金は、第３条第１項に規定する令和○年○月○日から令和○年○ 

月○日までの期間については、第３条第１項により算定した減額後の貸付料を基に算定

し、令和○年○月○日（減額貸付期間満了日の翌日）以降については、減額前の貸

付料を基に算定する。 

４ 前３項に定める違約金は、第26条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈

しない。 

５ 乙が第１項から第３項に定める違約金を支払う義務を負う場合に、甲が第25条第３

項の規定により当該違約金の一部を未経過期間にかかる貸付料及び前納貸付料の全

部又は一部と相殺したときは、第１項から第３項の規定にかかわらず、甲が通知する相

殺後の金額を納付するものとする。 



 

（甲の契約解除権） 

第21条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合又は第14条第２項【地下埋設

物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第14条第１項と修正】に規定する契約不適

合部分の修補若しくは第17条第１項に規定する修繕等に過分の費用を要する場合に

は、本契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、前項の規定にかかわ

らず、 何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理

事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）が、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同法第２条第６号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

き 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

(6) 貸付財産、又は当該財産上に所在する建物その他工作物を暴力団若しくは法律の

規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者

の事務所又はこれに類する施設の用に使用したとき 

３ 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害につ

いて、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

４ 乙は、甲が第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、

その損害を賠償するものとする。 

 

（乙による契約の解除） 

第22条  第２条第１項の期間中に乙がやむを得ない事由により事業計画の継続ができなく

なり、本契約を解除する場合は、契約の解除を行おうとする日の１年前までに甲に対し



書面で申し入れ、甲の承諾を得なければならない。 

２ 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、

その損害を賠償するものとする。 

 

（原状回復） 

第23条 乙は、第２条第１項に定める貸付期間が満了するときは貸付期間満了日まで、

又は前条の規定により本契約が解除されたときは甲の指定する期日までに、自己の責任

と負担において、貸付財産上の建物その他工作物を除去し、貸付財産を原状に回復

して、甲に更地で返還しなければならない。 

２ 乙は甲に対し、第２条第１項に定める貸付期間が満了する日の１年前までに、建物の

取壊し及び建物借受人の明渡しの日程等貸付財産の返還に必要な事項を書面により報

告しなければならない。 

３ 乙が第１項に定める義務に違反した場合には、甲は原状回復に要する費用を乙に請求

するものとする。 

４ 前項に定める金員は、第26条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

５ 乙は、第１項に定める貸付財産の原状回復に際して、原状回復に要する費用の償還、

その他如何なる名目においても、財産上の請求を一切行うことができない。 

 

（貸付料等滞納時の強制執行） 

第24条 乙は本契約に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する

旨、異議なく承諾する。 

 

（貸付料の清算） 

第25条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間に係る貸付料及び前納貸付

料を返還する。ただし、その額が千円未満の場合には、この限りでない。 

２ 前項及び次項の規定により返還する未経過期間に係る貸付料及び前納貸付料には利

息を付さないものとする。 

３ 甲は、本契約の解除により、乙が第20条の規定に基づく違約金その他本契約に基

づき金銭を甲に支払うべき義務があるときは、第１項の規定にかかわらず、返還す

る未経過期間にかかる貸付料及び前納貸付料の全部又は一部と相殺することができ

る。 

 

（損害賠償） 

第26条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損



害を賠償しなければならない。 

２ 乙が前項の規定により損害賠償義務を負う場合に、甲が前条第３項の規定により当

該損害賠償額の一部を未経過期間にかかる貸付料及び前納貸付料の全部又は一部と相殺

したときは、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。 

 
（延滞金の算定） 

第27条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により

算定するものとする。 

 
２ 前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第

29 条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示（昭和32年大蔵省告

示第8 号）に定める率とする。 

 
（本契約にかかる日割計算） 

第28条 甲及び乙が本契約に基づき支払うべき金銭の額について日割計算を要すると

きは、前条に基づき算定する場合を除き、閏年を含む期間についても、年365日当たり

の割合とする。 

 

（契約内容の公表） 

第29条 乙は、本契約締結後、別紙２に掲げる契約内容を甲が公表することに同意す

るものとする。 

 

（信義誠実等の義務・疑義の決定） 

第30条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、貸付財産が国有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しな

ければならない。 

３ 本契約に関して疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。 
 

（公正証書の作成費用） 

第31条 公正証書を作成する費用は、乙の負担とする。 
 

（事前使用の禁止） 

第32条 この貸付合意書締結後、公正証書を作成するまでの間、乙は甲の許可を得ず

に貸付財産の使用をしてはならない。 

 

元本金額×【延滞金利率】×（延滞金起算日から納付の日までの日数÷365） 算定式 



（裁判管轄） 

第33条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方

裁判所とする。 

 

上記の合意を証するため本合意書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通

を保有する。 

 

 

令和○年○月○日

貸付人 国 

契約担当官○○財務（支）局長

借受人 住所（所在地） 

氏名（名称） 



 
 

別紙１ 

（貸付財産及び付属施設の内訳） 
 

区分 種目 構造 数量 備考 

     

記載要領 

１ 本表には貸付財産及び付属する工作物並びに立木竹の詳細を記載し、原状回復の際

の紛争を防止できるようにしておくこと。 

２ 土地については、地番を備考欄に記載すること。 
 

 

 
別紙２ 

・所在地 

・登記地目 

・面積 

・契約年月日 

・年額貸付料 

・契約期間 

・契約相手方名 

・法人番号 

・用途 

・減額貸付の有無 

・定期借地権の設定の有無 

・価格形成上の減価要因 

・都市計画区域 

・用途地域 

・建蔽率 

・容積率 

  



別紙様式第２号（一般定期借地、用途指定、減額、分割納付（新規用）） 

 

収入印紙 

 

 

国有財産有償貸付契約書 

 

貸付人国（以下「甲」という。）と借受人○○（以下「乙」という。）とは、国有財産

について借地借家法（平成3年法律第90号。以下「法」という。）第22条第1項の規定に基

づく一般定期借地権（以下「本件借地権」という。）の設定を目的として、次の条項を内

容とする借地契約を締結する。 

 

（貸付財産） 

第１条 貸付財産は、次のとおり。 

２ 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約

数量とすることを了承するものとする。 

 

（貸付期間） 

第２条 貸付期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇年間とする。 

２ 前項に規定する貸付期間には、原状回復に要する期間を含む。 

 

（減額の根拠及び期間） 

第３条 甲は、第２条第１項に定める貸付期間のうち令和○年○月○日から令和○年○月

○日までの10年間については、国有財産特別措置法（昭和27年法律第219号）第３条第

１項の規定に基づき、甲の定める基準により減額した貸付料で貸し付ける。 

２ 令和○年○月○日（減額貸付期間満了日の翌日）以降の貸付料については、第１項に

定める減額を行わないものとする。 

 

（借地権の設定等） 

第４条 甲は、第１条に定める貸付財産を本契約に定める条件で乙に賃貸し、乙はこれを

賃借するものとし、本件借地権を設定する。 

２ 本件借地権は賃借権とする。 

３ 本件借地権は、契約の更新（更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。）

及び建物の築造による期間の延長がなく、また、乙は甲に対し、建物の買取り請求はで

きない。 

所在地 区分 数量（㎡） 備考 

 土地  詳細は別紙１のとおり。 



４ 本件借地権は、法第４条から第８条まで、法第13条及び第18条並びに民法（明治29年

法律第89号）第619条の規定は適用しない。 

 

（指定用途） 

第５条 乙は、貸付財産を貸付申請書に記載又は添付した使用目的、利用計画（建物及び

工作物の配置計画を含む。）及び事業計画のとおりの用途で自ら使用し、甲の承認を得

ないで変更してはならない。 

 

（指定期日） 

第６条 乙は、令和〇年〇月〇日までに前条で定める用途での一切の工事を完了し、直ち

にその用途に供さなければならない。 

 

（貸付料） 

第７条 貸付料は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの期間については、次に

掲げるとおりとする。 

年次 期間 貸付料年額 備考 

第 1 年次 自令和 年 月 日 

至令和 年 月 日 

円  

第 2 年次 自令和 年 月 日 

至令和 年 月 日 

円  

第 3 年次 自令和 年 月 日 

至令和 年 月 日 

円  

 

２ 前項に規定する期間が満了した後の期間に係る貸付料については甲の定める貸付料算

定基準に基づき算定した貸付料年額によるものとし、その金額については、甲から通知

する。 

なお、その適用期間は３年間とする。 

３ 前項に規定する適用期間が満了した後の貸付料及び適用期間については、貸付期間満

了まで前項の規定を準用する。 

 

（前納貸付料） 

第８条 乙は、第２条第１項に定める貸付期間における貸付料の一部として金○円を、甲

が定める納付期限までに甲の発行する納入告知書又はその他の方法により納付しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定により納付する貸付料の一部（以下「前納貸付料」という。）のうち金○

円は第３条第１項に定める減額貸付期間中の貸付料に充てるものとし、残りの金○円を



減額貸付期間満了日の翌日から第２条第１項に定める貸付期間が満了する日までの貸付

料に充てるものとする。 

なお、前条第１項に規定する期間の貸付料の一部に充てる前納貸付料は、次に掲げる

とおりとする。 

年次 期間 前納貸付料 

第 1 年次 自令和 年 月 日 

至令和 年 月 日 

円 

第 2 年次 自令和 年 月 日 

至令和 年 月 日 

円 

第 3 年次 自令和 年 月 日 

至令和 年 月 日 

円 

 

 

（貸付料の納付） 

第９条 乙は、第７条第１項に定める貸付料から前条第２項の規定による第１年次から第

３年次までの前納貸付料を控除した金額を、次に定めるところにより、甲の発行する納

入告知書又は口座振替により納付しなければならない。 

 

年次 回数 納付金額 納付期限 備考 

 

 
第
一
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日   

第２回 円 令和  年  月  日   

第３回 円 令和  年  月  日   

第４回 円 令和  年  月  日   

計 円   

 

 
第
二
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日   

第２回 円 令和  年  月  日   

第３回 円 令和  年  月  日   

第４回 円 令和  年  月  日   

計 円   

 

 
第
三
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日   

第２回 円 令和  年  月  日   

第３回 円 令和  年  月  日   

第４回 円 令和  年  月  日   

計 円   

 

２ 前項の規定は、第７条第２項（同条第３項の規定により準用する場合を含む。）の規

定により更新した貸付料の納付方法に準用する。 



 

（貸付料の改定） 

第10条 甲は、貸付財産の価格が上昇し貸付料が不相当になったとき等、法第11条第１項

本文の規定に該当することとなったときは、第７条及び第８条の規定にかかわらず、貸

付料の増額を請求することができる。 

 

（貸付料の延滞金） 

第11条 乙は、甲が定める納付期限までに、第８条に基づく前納貸付料及び第９条に基づ

く貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの期間について、

第27条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。 

 

（充当の順序等） 

第12条 乙が、貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及

び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。 

 

（物件の引渡し） 

第13条 甲は、第２条第１項に定める貸付期間の初日に本物件を乙に引き渡ししたものと

する。 

 

（物件の修補請求等） 

第14条 乙は、貸付財産に別添資料記載の○○【地下埋設物・土壌汚染等の物件の状況が

明確になるよう記載すること】が存在することを了承したうえ、貸付財産を借り受ける

ものとする。なお、乙は、本項の別添資料記載の○○の存在を理由として、民法第559

条において準用する第562条から第565条に規定する担保の責任に基づく履行の追完請求、

貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除並びに民法第606条第1項に規定する修

繕請求並びに第608条の必要費償還請求及び有益費償還請求を行うことができない。

【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は本項削除】 

２ 乙は、貸付財産に契約不適合部分（「目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適

合しない部分のこと」をいう。以下同じ。）を発見した場合は、速やかに甲にその旨を

通知するものとし、当該通知が引渡しの日から２年以内であるときは、甲が使用収益に

支障があると認めるときに限り、甲において契約不適合部分を修補することにより履行

の追完を行うものとする。 

３ 前項の規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行う場合は、甲はその旨を乙

に通知し、乙はこれに協力するものとする。 

４ 乙は、第２項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第１項と修正】の



契約不適合部分の存在を理由として、民法第559条において準用する第563条から第565

条に規定する担保の責任に基づく貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除を行

うことができない。 

５ 乙は、第２項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第１項と修正】の

契約不適合部分の修補を自ら行った場合において、支出した費用（民法第608条に規定

する必要費及び有益費を含む）を甲に償還請求しないものとする。 

６ 乙は、第２項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第１項と修正】の

規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行うことにより生じた損害について、

賠償又は補償請求しないものとする。 

７ 第２項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第１項と修正】の規定に

基づく甲による契約不適合部分の修補の期間中、乙の使用収益が制限される場合におい

ては、第４項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第３項と修正】の規

定にかかわらず、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができるものとする。 

 

（使用上の制限） 

第15条 乙は、貸付財産について、第５条に基づき指定用途に供した後、使用目的、利用

計画及び事業計画の変更をしようとする場合には、事前に変更する理由及び変更後の使

用目的等を書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。 

３ 乙は、貸付財産及び当該財産上に所在する建物その他工作物について、増改築等によ

る現状の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするときは、事前に増改築等をしよう

とする理由及び当該増改築等の計画を記載した書面を甲に通知しなければならない。 

 

（財産保全義務） 

第16条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付財産の維持保全に努めなければな

らない。 

２ 乙は、貸付財産が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、

その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には、乙に求

償することができる。 

 

（修繕等） 

第17条 乙は、貸付財産の引き渡しを受けた後に、貸付財産について修繕又は保存行為

（以下「修繕等」という。）を要する箇所が生じた場合は、速やかに甲にその旨を通知

するものとし、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において修繕等を行

うものとする。 



ただし、乙の責めに帰すべき事由により修繕等の必要が生じた場合は、その修繕等に

要する費用は、乙が負担しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき甲において修繕等を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙は

これに協力するものとする。 

３ 乙は、修繕等を要する箇所の存在を理由として損害賠償の請求をすることができず、

乙の使用収益が制限されない場合においては、貸付料は減額されない。 

４ 乙は、第１項の規定に基づき甲において修繕等を行うことにより生じた損害について、

賠償又は補償請求しないものとする。 

５ 第１項の規定に基づく甲による修繕等の期間中、乙の使用収益が制限される場合にお

いては、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができる。 

 

（必要費、有益費の償還請求権の放棄） 

第18条 乙は、貸付財産に必要費、有益費（それぞれ、民法第608条に規定する必要費、

有益費をいう。）を支出した場合であっても、これを甲に償還請求しないものとする。 

 

（契約履行の調査等） 

第19条 乙は甲に対して、本契約締結の日から第2条に定める貸付期間満了の日まで毎年

○月○日に、また甲が必要と認めるときは甲がその旨を通知した後速やかに、財務諸表

を提出するものとする。 

２ 乙は甲に対して、本契約締結の日から第６条に定める指定期日までの間、３ヵ月毎に

建設工事等の事業の進捗状況の報告を行うものとし、甲による現地確認に協力するもの

とする。 

３ 乙は甲に対して、貸付契約の相手方を選定又は決定する段階において甲に対して提出

した事業収支計画に対して、当該年度までに把握する収支実績及び将来の収支見通しが

比較できる資料を提出するものとする。 

４ 甲及び乙は、少なくとも毎年度１回は直接面会し、乙は甲に対して、財務状況及び事

業収支状況の説明を行うとともに、貸付財産について権利の設定又は当該財産上に所在

する建物その他工作物の所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証す

る登記事項証明書その他の資料を添えて土地の利用状況等について報告し、甲による利

用状況の現地確認に協力するほか、乙は、甲がその業務若しくは資産の状況に関して質

問し、帳簿、書類その他の財産を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を

求めたときは、これに協力しなければならない。 

５ 乙は、本契約締結の日から第２条に定める貸付期間満了の日まで、毎年○月○日に甲

の指定する書面及び法人登記の現在事項全部証明書等を甲に提出しなければならない。 



また、第21条第２項第１号に定める役員等に異動があった場合には、遅滞なく甲に通

知の上、甲の指定する誓約書及び法人登記の現在事項全部証明書等を、甲に提出しなけ

ればならない。 

６ 甲は、乙の財務状況や事業収支等の悪化その他の事由により事業の継続が困難となる

おそれがあると考える場合には、乙に対し、事業改善等に向けた協議を求めることがで

きる。 

 

（違約金） 

第20条 乙は、第７条第１項に定める期間中に次の各号に定める事由が生じたときは、そ

れぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わねばならない。 

(1) 第６条、第15条第１項又は前条第３項及び第４項に定める義務に違反した場合 

金（貸付料年額）円 

(2) 第５条、第22条第1項に定める義務に違反した場合 金（貸付料年額の３倍）円 

(3) 第23条第１項に定める義務に違反した場合 金（貸付料年額）円 

２ 乙は、第７条第１項に定める期間を経過した後において前項に定める義務に違反した

場合の違約金は、第７条第２項又は第３項の期間について甲の定める基準により算定し

た金額によることに同意する。なお、金額については甲から通知する。 

３ 前２項に定める違約金は、第３条第１項に規定する令和○年○月○日から令和○年○ 

月○日までの期間については、第３条第１項により算定した減額後の貸付料を基に算定

し、令和○年○月○日（減額貸付期間満了日の翌日）以降については、減額前の貸付料

を基に算定する。 

４ 前３項に定める違約金は、第25条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

い。 

５ 乙が第１項から第３項に定める違約金を支払う義務を負う場合に、甲が第24条第３項

の規定により当該違約金の一部を未経過期間にかかる貸付料及び前納貸付料の全部又は

一部と相殺したときは、第１項から第３項の規定にかかわらず、甲が通知する相殺後の

金額を納付するものとする。 

 

（甲の契約解除権） 

第21条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合又は第14条第２項【地下埋設物・

土壌汚染等に関する資料がない場合は第14条第１項と修正】に規定する契約不適合部分

の修補若しくは第17条第１項に規定する修繕等に過分の費用を要する場合には、本契約

を解除することができる。 

２ 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、前項の規定にかかわら

ず、 何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 



(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）

が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同法第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

(6) 貸付財産、又は当該財産上に所在する建物その他工作物を暴力団若しくは法律の

規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者

の事務所又はこれに類する施設の用に使用したとき 

３ 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害につい

て、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

４ 乙は、甲が第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたと

きは、その損害を賠償するものとする。 

 

（乙による契約の解除） 

第22条 第２条第１項の期間中に乙がやむを得ない事由により事業計画の継続ができなく

なり、本契約を解除する場合は、契約の解除を行おうとする日の１年前までに甲に対し

書面で申し入れ、甲の承諾を得なければならない。 

２ 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、

その損害を賠償するものとする。 

 

（原状回復） 

第23条 乙は、第２条第１項に定める貸付期間が満了するときは貸付期間満了日まで、又

は前条の規定により本契約が解除されたときは甲の指定する期日までに、自己の責任と

負担において、貸付財産上の建物その他工作物を除去し、貸付財産を原状に回復して、

甲に更地で返還しなければならない。 



２ 乙は甲に対し、第２条第１項に定める貸付期間が満了する日の１年前までに、建物の

取壊し及び建物借受人の明渡しの日程等貸付財産の返還に必要な事項を書面により報告

しなければならない。 

３ 乙が第１項に定める義務に違反した場合には、甲は原状回復に要する費用を乙に請求

するものとする。 

４ 前項に定める金員は、第25条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

５ 乙は、第１項に定める貸付財産の原状回復に際して、原状回復に要する費用の償還、

その他如何なる名目においても、財産上の請求を一切行うことができない。 

 

（貸付料の清算） 

第24条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間に係る貸付料及び前納貸付料を

返還する。ただし、その額が千円未満の場合には、この限りでない。 

２ 前項及び次項の規定により返還する未経過期間に係る貸付料及び前納貸付料には利息

を付さないものとする。 

３ 甲は、本契約の解除により、乙が第20条の規定に基づく違約金その他本契約に基づき

金銭を甲に支払うべき義務があるときは、第１項の規定にかかわらず、返還する未経過

期間にかかる貸付料及び前納貸付料の全部又は一部と相殺することができる。 

 

（損害賠償） 

第25条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害

を賠償しなければならない。 

２ 乙が前項の規定により損害賠償義務を負う場合に、甲が前条第３項の規定により当該

損害賠償額の一部を未経過期間にかかる貸付料及び前納貸付料の全部又は一部と相殺し

たときは、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。 

 

（延滞金の算定） 

第26条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定

するものとする。 

算定式 元本金額×【延滞金利率】×（延滞金起算日から納付の日までの日数÷365） 

 

２ 前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第

1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示（昭和32年大蔵省告示第8 号）に

定める率とする。 

 



（本契約にかかる日割計算） 

第27条 甲及び乙が本契約に基づき支払うべき金銭の額について日割計算を要するときは、

前条に基づき算定する場合を除き、閏年を含む期間についても、年365日当たりの割合と

する。 

 

（契約内容の公表） 

第28条 乙は、本契約締結後、別紙２に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するも

のとする。 

 

（信義誠実等の義務・疑義の決定） 

第29条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、貸付財産が国有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しな

ければならない。 

３ 本契約に関して疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。 

 

（契約の費用） 

第30条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。 

 

（裁判管轄） 

第31条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判

所とする。 

 

 

上記の契約の締結を証するため本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自そ

の１通を保有する。 

 

 

令和○年○月○日

貸付人 国 

契約担当官○○財務（支）局長

借受人 住所（所在地） 

氏名（名称） 



 
 

別紙１ 

（貸付財産及び付属施設の内訳） 
 

区分 種目 構造 数量 備考 

     

記載要領 

１ 本表には貸付財産及び付属する工作物並びに立木竹の詳細を記載し、原状回復の際

の紛争を防止できるようにしておくこと。 

２ 土地については、地番を備考欄に記載すること。 
 

 

 
別紙２ 

・所在地 

・登記地目 

・面積 

・契約年月日 

・年額貸付料 

・契約期間 

・契約相手方名 

・法人番号 

・用途 

・減額貸付の有無 

・定期借地権の設定の有無 

・価格形成上の減価要因 

・都市計画区域 

・用途地域 

・建蔽率 

・容積率 

 



別紙様式第３号（国有財産有償貸付合意書等送付文書、前納貸付料がない場合） 

 

文書番号 

〇年〇月〇日 
 

殿 
 
 

○○財務（支）局（事務所・出張所）長  ○ ○ ○  ○  
 

 

 

国有財産有償貸付合意書【又は国有財産有償貸付契約書】の締結について 

 
 

令和○年○月○日付で貴職（殿）より貸付申請のありました下記１の国有財産にか

かる標記のことについて、同封した「国有財産有償貸付合意書【又は国有財産有償貸

付契約書】」を締結しますので、記名押印のうえ令和○年○月○日までに２通とも返

送願います。 

返送を受けた後に国側の押印を行い、合意書【又は契約書】１通を改めて送付します。 

なお、本貸付にあたっての貸付料等の内容について、下記２、３及び４に記載して

おりますので、予めご確認ください。 

 
 

記 
 

１． 財産の表示 

所  在  地 

区分・数量 

 

２．納付していただく各年次の貸付料 

 

第１年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

第２年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

第３年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

 
 

３．各年次の（分割）納付金額及び納付期限 
 

年次 回数 （分割）納付金額 納付期限 

 

 
第
一
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日  

第２回 円 令和  年  月  日  

第３回 円 令和  年  月  日  

第４回 円 令和  年  月  日  

計 円  



 

 
第
二
年
次 

第１回 円 令和 年 月 日 

第２回 円 令和 年 月 日 

第３回 円 令和 年 月 日 

第４回 円 令和 年 月 日 

計 円  

 

 
第
三
年
次 

第１回 円 令和 年 月 日 

第２回 円 令和 年 月 日 

第３回 円 令和 年 月 日 

第４回 円 令和 年 月 日 

計 円  

 

４．違約金額 

（1） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第１号に基づく違約金 円 

（2） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第２号に基づく違約金 円 

（3） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第３号に基づく違約金 円 
 

 

≪参考≫ 
 

貸付料決定額 
 

 

年次 
 

期間 
 

貸付料決定額 
（参考） 

（減額前の貸付料） 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

（注） 貸付料決定額は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの 10 年間につい

ては、国有財産特別措置法第３条第１項の規定に基づき、国の定める基準により

減額した額になります。 

 

納付していただく各年次の貸付料 ＝ 貸付料決定額 

 

納付していただく各年次の貸付料 

年次 期間 貸付料納付額 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 



別紙様式第４号（国有財産有償貸付合意書等送付文書、前納貸付料がある場合） 

 

文書番号 

〇年〇月〇日 

 

殿 
 
 

○○財務（支）局（事務所・出張所）長 ○ ○ ○ ○ 
 

 

 

国有財産有償貸付合意書【又は国有財産有償貸付契約書】の締結について 

 
 

令和○年○月○日付で貴職（殿）より貸付申請のありました下記１の国有財産にか

かる標記のことについて、同封した「国有財産有償貸付合意書【又は国有財産有償貸

付契約書】」を締結しますので、記名押印のうえ令和○年○月○日までに２通とも返

送願います。 

返送を受けた後に国側の押印を行い、合意書【又は契約書】１通を改めて送付します。 

なお、本貸付にあたっての貸付料等の内容について、下記２、３及び４に記載して

おりますので、予めご確認ください。 

 
 

記 
 

１．財産の表示 

所  在  地 

区分・数量 

 

 
２．納付していただく各年次の貸付料 
 

第１年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

第２年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

第３年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

 
 

３．各年次の（分割）納付金額及び納付期限 
 

年次 回数 （分割）納付金額 納付期限 

 

 
第
一
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日  

第２回 円 令和  年  月  日  

第３回 円 令和  年  月  日  

第４回 円 令和  年  月  日  

計 円  



 

 
第
二
年
次 

第１回 円 令和 年 月 日 

第２回 円 令和 年 月 日 

第３回 円 令和 年 月 日 

第４回 円 令和 年 月 日 

計 円  

 

 
第
三
年
次 

第１回 円 令和 年 月 日 

第２回 円 令和 年 月 日 

第３回 円 令和 年 月 日 

第４回 円 令和 年 月 日 

計 円  

 

４．違約金額 

（1） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第１号に基づく違約金 円 

（2） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第２号に基づく違約金 円 

（3） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第３号に基づく違約金 円 
 

 

 

≪参考≫ 
 

① 貸付料決定額 
 

 

年次 
 

期間 
 

貸付料決定額ａ 
（参考） 

（減額前の貸付料） 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

（注） 貸付料決定額は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの10年間につい

ては、国有財産特別措置法第３条第１項の規定に基づき、国の定める基準により減

額した額になります。 

 
② 前納貸付料（※別添参照） 

 

年次 期間 前納貸付料ｂ 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 



 

納付していただく各年次の貸付料 ＝ 貸付料決定額ａ － 前納貸付料ｂ  

納付していただく各年次の貸付料 

 

 

 

 

 

 

 

 
別添 

 

貸付期間中、合意書【又は契約書】第８条第２項に基づき、貸付料に充当する前納貸

付料は以下のとおりです。 

 
前納貸付料総額 円 

 

 
期間 

 
各期間の総額 

各年次の貸付料に 

 

充当する前納貸付料 

自令和 年 月 日至令和  年 月 日（○年間） 円 円 

自令和 年 月 日至令和  年 月 日（○年間） 円 円 

自令和 年 月 日至令和  年 月 日（○年間） 円 円 

自令和 年 月 日至令和  年 月 日（○年間） 円 円 

計 円  

年次 期間 貸付料納付額 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

 



別紙様式第５号（改定通知書、前納貸付料がない場合） 

 

文書番号 

〇年〇月〇日 

 

殿 

 

○○財務（支）局（事務所・出張所）長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

国有財産貸付料等の改定について 

 
貴職（殿）と令和○年○月○日付で国有財産有償貸付契約を締結した下記１の国有

財産について、国有財産有償貸付合意書【又は国有財産有償貸付契約書】第７条第１

項に定める期間の満了に伴い、令和○ 年○月○日から令和○年○月○日までの貸付料

及び契約違反の場合における違約金の額を決定しましたので、同合意書【又は契約書】

第７条第２項の規定に基づき、下記２、３及び４のとおり通知します。 

また、貴職（殿）におかれましては、同合意書【又は契約書】第 16 条第１項に基づき、

善良な管理者としての注意義務をもって貸付物件の適切な維持保全に努めていただくとと

もに、同合意書【又は契約書】第 19 条第4項に基づく貸付物件の利用状況等を毎年○月○

日までに報告していただきますようお願いいたします。 

 

 

記 
 

 

１． 財産の表示 

所  在  地 

区分・数量 

 

２．納付していただく各年次の貸付料 
 

第１年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

第２年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

第３年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 
 

３．各年次の（分割）納付金額及び納付期限 

年次 回数 （分割）納付金額 納付期限 

 

第
一
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日  

第２回 円 令和  年  月  日  

第３回 円 令和  年  月  日  

第４回 円 令和  年  月  日  

計 円  



 

第
二
年
次 

第１回 円 令和 年 月 日 

第２回 円 令和 年 月 日 

第３回 円 令和 年 月 日 

第４回 円 令和 年 月 日 

計 円  

 

第
三
年
次 

第１回 円 令和 年 月 日 

第２回 円 令和 年 月 日 

第３回 円 令和 年 月 日 

第４回 円 令和 年 月 日 

計 円  

 

４．違約金額 

（1） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第１号に基づく違約金 円 

（2） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第２号に基づく違約金 円 

（3） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第３号に基づく違約金 円 

 

 

≪参考≫ 

 
貸付料決定額 

年次 期間 貸付料決定額 
（参考） 

（減額前の貸付料） 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

 

納付していただく各年次の貸付料 ＝ 貸付料決定額 

納付していただく各年次の貸付料 
 

年次 期間  貸付料納付額 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日  円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日  円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日  円 

（注１）「違約金額」について、通知する期間に減額措置を行う期間と行わない期間が含

まれる場合（第３回改定時）には、適宜修正して使用すること。 

（注２）「≪参考≫貸付料決定額」の表について、以下のとおり注書きを追記等すること。 

① 第１回、第２回改定時には、以下の事項を記載し、参考欄に減額前の貸付料を記

載する。 

「（注）貸付料決定額は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの 10 

年間については、国有財産特別措置法第３条第１項の規定に基づき、

国の定める基準により減額した額になります。 



② 第３回改定時には、以下の事項を記載し、「減額前の貸付料」欄の第２年次及

び第３年次に斜線を入れる。 

「（注）貸付料決定額は、第１年次については、国有財産特別措置法第３条第

１項の規定に基づき、国の定める基準により減額した額になりますが、

第２年次以降については、減額を行いません。」 

 
③ 第４回改定時以降は注書きは不要とし、参考欄は削除する。 



別紙様式第６号（改定通知書、前納貸付料がある場合） 

 

文書番号 

〇年〇月〇日 

 

殿 

 

○○財務（支）局（事務所・出張所）長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

国有財産貸付料等の改定について 

 
貴職（殿）と令和○年○月○日付で国有財産有償貸付契約を締結した下記１の国有

財産について、国有財産有償貸付合意書【又は国有財産有償貸付契約書】第７条第１

項に定める期間の満了に伴い、令和○ 年○月○日から令和○年○月○日までの貸付料

及び契約違反の場合における違約金の額を決定しましたので、同合意書【又は契約書】

第７条第２項の規定に基づき、下記２、３及び４のとおり通知します。 

また、貴職（殿）におかれましては、同合意書【又は契約書】第 16 条第１項に基づき、

善良な管理者としての注意義務をもって貸付物件の適切な維持保全に努めていただくとと

もに、同合意書【又は契約書】第 19 条第４項に基づく貸付物件の利用状況等を毎年○月

○日までに報告していただきますようお願いいたします。 

 

 

記 
 

 

１．財産の表示 

    所  在  地 

    区分・数量 

 

２．納付していただく各年次の貸付料 
 

第１年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

第２年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

第３年次（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで） 金 円 

 

３．各年次の（分割）納付金額及び納付期限 

年次 回数 （分割）納付金額 納付期限 

 

第
一
年
次 

第１回 円 令和  年  月  日  

第２回 円 令和  年  月  日  

第３回 円 令和  年  月  日  

第４回 円 令和  年  月  日  

計 円  



 

第
二
年
次 

第１回 円 令和 年 月 日 

第２回 円 令和 年 月 日 

第３回 円 令和 年 月 日 

第４回 円 令和 年 月 日 

計 円  

 

第
三
年
次 

第１回 円 令和 年 月 日 

第２回 円 令和 年 月 日 

第３回 円 令和 年 月 日 

第４回 円 令和 年 月 日 

計 円  

 

４．違約金額 

（1） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第１号に基づく違約金 円 

（2） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第２号に基づく違約金 円 

（3） 合意書【又は契約書】第 20 条第１項第３号に基づく違約金 円 

 

 

≪参考≫ 

 
① 貸付料決定額 

年次 期間 貸付料決定額ａ 
（参考） 

（減額前の貸付料） 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 円 

 

 
② 前納貸付料（※別添参照） 

年次 期間 前納貸付料ｂ 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

 

納付していただく各年次の貸付料 ＝ 貸付料決定額ａ － 前納貸付料ｂ 

納付していただく各年次の貸付料 
 

年次 期間 貸付料納付額 

第１年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第２年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 

第３年次 自令和 年 月  日至令和 年 月 日 円 



別添 

 
貸付期間中、合意書【又は契約書】第８条第２項に基づき、各年次の貸付料に充当

する前納貸付料は以下（別紙）のとおりです。 

 
前納貸付料総額 円 

 

 
期間 

 
各期間の総額 

各年次の貸付料に 
 

充当する前納貸付料 

自令和 年 月 日至令和  年 月 日（○年間） 円 円 

自令和 年 月 日至令和  年 月 日（○年間） 円 円 

自令和 年 月 日至令和  年 月 日（○年間） 円 円 

自令和 年 月 日至令和  年 月 日（○年間） 円 円 

計 円  

（注１）「違約金額」について、通知する期間に減額措置を行う期間と行わない期間が

含まれる場合（第３回改定時）には、適宜修正して使用すること。 

（注２）「≪参考≫貸付料決定額」の表について、以下のとおり注書きを追記等すること。 

① 第１回、第２回改定時には、以下の事項を記載し、参考欄に減額前の貸付料を

記載する。 

「（注）貸付料決定額は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの10年

間については、国有財産特別措置法第３条第１項の規定に基づき、国

の定める基準により減額した額になります。」 

 
② 第３回改定時には、以下の事項を記載し、「減額前の貸付料」欄の第２年次

及び第３年次に斜線を入れる。 

「（注）貸付料決定額は、第１年次については、国有財産特別措置法第３条

第１項の規定に基づき、国の定める基準により減額した額になります

が、第２年次以降については、減額を行いません。」 

 
③ 第４回改定時以降は注書きは不要とし、参考欄は削除する。 
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